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焼焼津津市市産産業業立立地地奨奨励励事事業業費費補補助助金金  申申請請のの手手引引  

 

新設された工場などの固定資産税および都市計画税について、納付された翌年度に 

奨励金として助成します。 

 補助金交付までのスケジュール  

             

 

【前提条件】以下のいずれかの補助金交付を受けること 

焼津市産業立地促進事業費補助金  

静岡県新規産業立地事業費補助金 

焼津市立地工場等事業継続強化事業費補助金 

県内立地工場等事業継続事業費補助金 

 

 上記の補助金の交付を受けた翌年度の 7月末までに、 

事前エントリー手続を行う。（下記書類を提出） 

⑴予算措置依頼書 

⑵企業等概要調書                   

⑶前年度の固定資産税納税通知および課税明細の写し  

⑷前年度の償却資産種類別明細書の写し 

               

上記手続の翌年度に、下記申請書類を提出。 

提出時期は相談のうえ決定。 

⑴交付申請書                   

⑵市税を完納していることがわかる書類 

⑶固定資産税内訳書 

 

審査完了後、市から補助金の交付決定を通知します。 

 

              

交付決定通知受領後、１０日以内に提出していただきます。 

 

 

指定口座に振り込みます。 

 

              

・補助金の交付期間は３年間（３回分）、限度額は３,０００万円／年です。 

上記②～⑥の手続を３回行っていただくこととなります。 

・補助金関係書類は、最低５年間大切に保管してください。 

 

 申請書類等の提出先：焼津市役所 商工観光課 

                 054-626-2260 

①企業誘致関連

補助金の交付 

⑤請求書提出 

⑥交付 

④審査・交付決定通知 

②補助金 

事前エントリー 

翌年度 

翌年度 

③交付申請 
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焼津市産業立地奨励事業費補助金
補助金の対象

補助期間 補助限度額
対象業種 新増設の区分

固定資産税相当額 都市計画税相
当額土地 家屋 償却資産

焼津市産業立地促進事業費補助金
（新規雇用のみ補助対象となる場合を除
く）

製造業・ソフト
ウェア業・研究
所・物流施設

市内に工場等
を新築
又は市内にあ
る工場等を増
設、移転

○ ○ ○

補助金交付要件

× ○

○

3年間 3,000万円

静岡県新規産業立地事業費補助金のみ
交付の場合
（用地取得を伴わない工場立地）

× ○ ○
○

（土地分を除
く）

焼津市立地工場等事業継続強化事業
費補助金

県内立地工場等事業継続事業費補助
金 ○

○
（土地分を除

く）

津波浸水区域
等から移転また
は分散

○ ○ ○ ○

※産業立地関係補助金の交付決定年度の翌年度の課税から対象となります。

H26年度 H27年度 H28年度パターン H29年度 H30年度 H31年度

パターン
（１）

4月～12月に操業開始
　操業（12月31日以前） 課税対象　1年目 課税対象　2年目 課税対象　3年目
産業立地補助金交付決定 H27分　奨励金交付 H28分　奨励金交付 H29分　奨励金交付

パターン
（２）

1月～3月に操業し、課税が1年遅
れる場合

　操業（1月1日以降） 課税対象　1年目 課税対象　2年目 課税対象　3年目
産業立地補助金交付決定 H28分　奨励金交付 H29分　奨励金交付 H30分　奨励金交付

パターン
（３）

県・市の補助採択が操業から1年
遅れる場合

　操業（12月31日以前） 課税対象　1年目 課税対象　2年目 課税対象　3年目 課税対象　4年目 課税対象　5年目
産業立地補助金交付決定 H28分　奨励金交付 H29分　奨励金交付 H30分　奨励金交付


